
地域公共交通確保維持事業 資料２

１．地域公共交通計画との関係性

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の交付を受けて、
補助対象系統の運行を確保・維持しようとする場合は、
地域公共交通計画に補助系統等の位置付けが必要となる。

２．地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の概要

※次頁参照

３．補助対象者

西東京バス株式会社

４．補助対象となる系統
（奥多摩町）
■丹波線 ■鴨沢西線
（あきる野市・檜原村）
■数馬線 ■藤倉線 ■小岩線

５．主な補助要件

・一般乗合旅客自動車運送事業者による運行であること
・複数市町村にまたがる系統であること
・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
・輸送量が15人～150人／日と見込まれること

６．補助率

補助対象経費の１/２
※補助対象経費：予測費用（補助対象経常費用見込額）

 から予測収益（経常収益見込額）を
控除した額

７．地域公共交通計画の認定申請から補助金交付までの
スケジュール

R７．６  R８計画認定申請
R７．９  R８計画認定
R７．１０～R８．９ R８事業実施
R８．１１  R８補助金交付申請
R９．２  R８補助金交付決定
R９．４  R８補助金交付
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